
資料１－２

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律について

【医療的ケア児支援センターについて】
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医療的ケア児支援センターの設置及び業務等に関する考え方

（８月31日付け事務連絡にて厚生労働省から示された内容）

医療的ケア児支援法第14条

都道府県知事は，次に掲げる業務を，社会福祉法人その他の法人であって当該

業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「医療的ケア

児支援センター」という。）に行わせ，又は自ら行うことができる。

○ 医療的ケア児支援センター（以下「支援センター」という。）の業務

１ 医療的ケア児等その他の関係者に対し，専門的に，その相談に応じ，又は情報

の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。

２ 医療，保健，福祉，教育，労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体（以

下「関係機関等」という。）並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについて

の情報の提供及び研修を行うこと。

３ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して，医療，保健，福祉，教育，

労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整を行うこと。

○ 設置箇所・要件

医療的ケア児の数等都道府県の実情に応じて，複数の支援センターを設置するこ

とができる。→適切な支援を行うことができる体制の確保。

※施設・設備，人員基準要件等については，今回，示されていない。

○ 配置する職員

支援センターに配置する職員のうち，１名以上は，医療的ケア児等コーディネー

ター養成研修を修了した者若しくはこれと同等の知識を有する者の配置。

※具体的には，相談支援専門員，保健師，訪問看護師等の職種が想定される。

○ 指定に際しての留意点

法では，指定の対象を「社会福祉法人その他の法人」としており，法人格を有し

ていることが求められる。

※社会福祉法人に限定されるものではなく，ＮＰＯ法人等を含め，医療的ケア児

の支援に係る実績や知見等，業務を行うに際しての適格性において判断。

○ 指定手続き

支援センターとしての指定を受けようとする者の申請により行う。

指定の要件等について，今回，国は示しておらず，各都道府県において検討され

たい，との考え方が示されている。

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13


